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理  事  長 上田 博 
専務理事 橋本英樹 
常務理事 長尾 信、石丸 正、村井 裕 
理  事 田中妙子、横浜安生、鍛治恭介、上棚直人、石田雅樹、森下 肇、 
     真田 陽、沖野惣一、松沼恭一、森 善裕、瀬戸啓太郎 
監  事 安原 稔、安田健二 

 理事長ご挨拶 
このたび、引き続き理事長を務めさせていただくこと
となりました、上田 博でございます。 
平成4年の設立以来、多くの先生方からの温かいご支
援とご利用に支えられ、順調に事業を運営してまいり
ましたことに、深く御礼申し上げます。 
今後、医療を取り巻く環境は一段と厳しさを増すこと
が予想されますが、非営利を軸とした当組合ならでは
の役割を果たし、時流に即したサービスを提供してま
いります。より一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。 

令和8年6月25日(木)午後7時より、石川県医師会館に
おいて、第34回通常総会が開催されました。 
第1号議案 令和7年度事業報告、財産目録、貸借対照 
        表、損益計算書並びに剰余金処分案承認 
        に関する件 
第2号議案 令和8年度事業計画並びに予算案承認に関 
        する件 
第3号議案 役員選任の件 

石川県医師協同組合役員 

6/25 2026 
令和8年度 石川県医師協同組合 

令和8年6月25日現在 

上記の提案について、承認可決されました。 
本年度も組合員に対し、利用分量配当金が配当されます。 
詳細につきましては、7月上旬にご案内させていただきます。 



税務・会計

木村経営グループ

代表 木 村 岳 二

＊会社紹介＊

昭和50年（1975年）木村光雄税理士事務所として創業。平成26年（2014年）、税理士法人木村経営ブ

レーンとして法人化。50年以上の歴史の中で、基本業務の月次会計監査・税務申告に加え、お客様の事業

環境変化に対応するため、業務の幅を拡げてきた。昭和57年（1982年）、株式会社木村経営ブレーンを

設立して以来、医業経営、相続資産対策に特化。平成４年（1992年）、株式会社木村事業承継ブレーンを

設立し、合併分割などの組織再編、M&Aまで行い、50名規模のグループに至る。（公社）日本医業経営コ

ンサルタント協会の認定登録医業経営コンサルタント７名在籍。URL http://www.kkb-jp.com/

税務

ご家族の収入とあなたの所得控除への影響～令和８年分９年分

ご家族の収入が一定額を超えると、配偶者控除や扶養控除等が適用外となり、税負担が増え

ることがあります。ここでは、ご家族の収入が令和８年分・令和９年分の所得税にどう影響す

るのか、ご家族の収入が給与収入のみだった場合における「年収の壁」について整理します。

「MyKomon年収の壁、家族を扶養している皆様へより抜粋」

http://www.kkb-jp.com/


会計経理

リースVS購入（現金／借入）はどちらがお得？

会計経理

税理士法人 ノチデ会計

代表税理士 後 出 雅 敏

＊会社紹介＊

税理士法人・医業経営コンサルティング会社・社会保険労務士事務所など各分野のプロフェッショナルをもつ、

医業経営の総合支援グループ。顧問先の多数を占める医業分野には特に力を注いでおり、病医院側の状況に応じ

てオーダーメイドで特に以下の業務を中心に支援を行う。

持分なし医療法人への移行支援、診療・介護報酬等相談、職員が満足する給与・人事評価制度等構築支援、病医

院建替え支援、医療法人及びMS法人設立・運営支援、新規開業及び承継開業支援、病床再編、後継者の意思決

定・養成支援、Ｍ＆Ａ支援 URL http://nochide_kaikei.tkcnf.com

医療機器等の高額な資産を取得する際、リースをすべきか、現金または借入にて取得す

るかはよく相談を受けるテーマの一つです。それぞれのメリット、デメリットを比較して

みましょう。

■ リースが向くケース

・初期投資を抑えたい

・機器の入替サイクルが短い（医療機器、ＩＴ機器、コピー機など）

・メンテナンス込みで管理を外部化したい

・借入枠を温存したい

・月額固定で資金繰りを安定させたい

■ 購入（現金／借入）が向くケース

・長期間使う資産（車両、建物附属設備、機械装置）

・総支払額を抑えたい

・税務特例（即時償却・税額控除）を使いたい※

・資産を自由に売却したい

・リースより低金利で借入できる

※対象設備の要件や証明書の取得、計画の認定などが必要な場合があります

リース取得における最大のデメリットは総支払額が大きくなる（金利＋手数料）、中途

解約が原則不可で自由度が低いことがあげられます。

現金取得の場合は一時的な資金流出による運転資金の圧迫、借入での取得の場合は自院

財務状況による金融機関審査が必要なことや、運転資金等を含めた総借入枠の一部を使用

する点にあります。

近年よく耳にする「残価設定リース」は、契約終了時の残価を設定することで、月々の

リース支払料を低く抑えるメリットがある一方、終了時に「精算(買取)や返却」を求めら

れます。返却時の状態が悪い場合、設定残価よりも高い差額請求が求められるリスクがあ

る一方、最新の機器を５年サイクル等の短期周期で入替したい場合には相性がよいと考え

られます。

http://nochide_kaikei.tkcnf.com


医業経営

株式会社 Ｓｅｅｄｓ

代表 笠 田 圭 介

＊会社紹介＊

医療経営士及び医業経営コンサルタントとしての知識を活かし、出資持分対策、人事制度構築、病床

再編、新規事業化、人材確保、経営戦略実行支援、病院建替え、後継者問題の解決など、経営改善の

実務に従事している。

また、都道府県医師会や医療関連団体等でのセミナー講師や雑誌寄稿、医療法人の役員などの公的業

務を担っている。

医業経営

医業の承継（第三者承継の実例）

医業承継をお考えの先生向けに、承継の実務について連載しています。

今号は、第三者承継の実例を１つ記載します。

譲渡側：持分なし医療法人（有床） → 譲受者：他法人（複数医療機関運営）

完了迄の期間 … 約９ヶ月間

主な実現事項 … 診療の継続（医療法人の継続）

職員の雇用の維持

譲渡側が経営から勇退（非常勤で診療に関与）

事業用不動産は売却

主な流れ …（１）譲渡側の承継意思確認、秘密保持契約の締結

（２）譲受側への開示情報及び基本条件の整理

（３）お相手の探索

譲渡側のご親族等への説明と合意形成

（４）お相手候補と譲渡側の面談、現地見学

（５）基本条件の調整、基本合意契約の締結

（６）承継前監査

（７）承継契約の締結

（８）職員・患者等への情報開示

（９）引継ぎ、ご勇退

ポイント … 提示条件パターンを事前想定しており折り合いがつきやすかった

情報開示やデューデリジェンス対応に専門家が準備していた

社員、役員の意思決定がスピーディであった

承継支援経験豊富な専門家等へ相談しご検討されることをおすすめします。



社会保険労務士事務所
宮本人事労務パートナーズ

代表 宮 本 欣 弥

助成金
＊会社紹介＊

『助成金獲得はお任せください！』北陸三県唯一の助成金コンサルティング専門の社労士事務所

です。着手金０円！顧問契約不要！全国の豊富な成功事例で、中小企業の経営者、個人事業主の

皆さまをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

URL  https://hr-sr.com/

助成金

知って得する助成金情報

購入費用の最大

％80
特別休暇と

年次有給休暇の導入

年次有給休暇の
計画的付与

賃上げ加算

活用例

受給額 最大

①有給のボランティア休暇を１日設定
②時間単位で取得可能な年次有給休暇を設定

認定される機器の事例

950万円

③５日を除く年次有給休暇を指定の日に
取得させる制度を設定

25万円

25万円

12万円〜

900万円

手作業を機械化することで労働時間の短縮ができる機器
治療器具洗浄機、滅菌器、清掃ロボット、POSレジ、
自動精算機、芝整備機、除雪機、電動式ベッド、
予約や在庫管理システム、
患者情報管理システム、財務会計システム 等

※労働者数10人以下の場合は、上記表の５％および７％の引き上げ額について、
1.25倍の上限額が加算されます。

３つの休暇制度を導入すれば
生産性を上げる
機器の購入費用の
最大80％を受け取れる
可能性があります︕

https://hr-sr.com/


保険・資産運用

第1回：なぜ今、「家族年金」が必要なのか？
～令和の相続・贈与大改正と医師が直面する100年人生の現実～

株式会社
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

金沢支店 原 勝 志

保 険 ・
資産運用

＊会社紹介＊

平成12年５月設立、本支店25拠点。全国36都道府県（北陸３県含む）の医師会・医師協同組合

と連携し、医療機関経営という観点から、セミナー活動、情報提供、個別相談などを行っている。

主な業務は、生命保険・損害保険の募集に関する業務、ファイナンシャルプランニング業務、資産

計画の企画立案に関する業務、経営に関する講習会の開催に関する業務、企業の販売活動に関する

人材育成のための教育及び育成業務など。 URL http://www.rml.co.jp

県内の医療現場で日々尽力されている先生方にとって、「資産形成」は馴染み深いテーマかもしれ

ません。しかし、その出口である「資産承継」については、税理士や弁護士といった各分野の専門家

に断片的に委ねてはいないでしょうか。専門家は各々の領域で正解を出しますが、それだけでは「家

族全員の幸せ」を完結させることは困難です。今、私たちが提唱する「家族年金」は、単なる節税ス

キームではなく、親子孫三世代が共に豊かに生きるための統合的な戦略です。

■ 専門家が引き起こす危機の正体

相続対策の現場でしばしば起こるのが、数字上の最適解が家族の感情を置き去りにし、結果とし

て家族間に不和を招くケースです。これからの時代に求められるのは、特定の専門家に頼るのでは

なく、税務、法務、金融、そして家族の未来図までを俯瞰して統合できる「教養人」としての視点

です。家族年金の概念は、こうした「バラバラの正解」を、一つの「家族の物語」へと編み直す役

割を果たします。

■ 令和の大改正が突きつける「早期贈与」のメッセージ

背景には、国の明確な意思表示があります。令和５年度の税制改正により、暦年贈与の相続前加

算期間が３年から７年に延長されました。これは「亡くなる直前の駆け込み贈与は認めない。早く

次世代へ資産を渡せ」という国からの強い要請です。

また、平均寿命から逆算すると、男性は約74歳、女性は約80歳から贈与をスタートさせなけれ

ば、この「７年持ち戻し」のルールによって、せっかくの贈与が相続財産に加算されてしまいま

す。医師の家庭においては、親が80代のとき子は50代、孫は20代という構成が多く見られますが、

親世代は公的年金と蓄えで「100年人生を逃げ切れる」可能性が高い一方で、子・孫世代は公的年

金だけでは不十分で、自助努力による資産形成が必須の厳しい時代に置かれています。

■ 家族の「共助」が導く新しい安心

家族年金とは、親世代の余剰資産を早期に次世代へ移転し、時間を味方につけて運用・形成して

いく仕組みです。子世代は親の死を待つことなく現役時代に資金を得られ、孫世代は長期運用の恩

恵を最大限に享受できます。これからの相続対策は「節税」を通過点とし、「三世代による資産形

成」をゴールに据えるべきです。医師として地域に貢献し続けてきた先生方が、ご家族からも「尊

敬される資産家」として三世代の笑顔を守るために。本連載では、その具体的な手法を紐解いてま

いります。

http://www.rml.co.jp


リスクマネジメント

医業ｺﾝｻﾙ

＊会社紹介＊

当社は石川県医師会の関連団体として、昭和40年７月に設立し、数多くの会員の先生方にご加入をいただ

いております団体の「医師賠償責任保険」及び「所得補償保険」、その他損害保険、生命保険の代理店と

して、医師会の会員並びにご家族、従業員の方々へ保険の販売を行っております。

URL https://ishikawa-ikyo.jp/

～もしもの「死亡・高度障害」に今できる備えを～

【取扱代理店】
石川県医師協同組合

担当 岩脇・中村・前・村井

病気や事故は、いつ起こるかわかりません！

万が一の「 死亡 」だけではなく、重い後遺障害によって働けなくなる「 高度障害 」への備えも今の時代

には重要です。

「高度障害」とは？ ※取扱保険会社によって、高度障害の認定基準は異なります。

高度障害とは、保険会社が定める重い障害状態を指します。例えば以下のようなケースです。

・両目の視力を全く永久に失ったもの

・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

・中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの

・胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの

・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

など、このような状態になると、治療費や介護費だけでなく、収入減少による家計への影響も大きくなります。

上記は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧ください。

詳細は、石川県医師協同組合までお問い合わせください。【引受団体】一般社団法人全国医師厚生会、一般社団法人日本医師休業共済会

必要な保障額は、ライフステージによって異なります。

独身時代、結婚、子育て、住宅購入、医療機関の開業、そしてお子さまの独立――。

人生の節目ごとに、必要となる保障は変化していきます。

だからこそ、「今の自分に合った保障」を定期的に見直し、柔軟に備えられる保険選びが大切です。

当組合の「ドクターグループ生命共済制度」と「プラスグループ生命共済制度」は、医師のための団体定期保険です。

万が一の「死亡・高度障害保障」に備えることができます！

〇最大1億2,000万円まで備え可能

1,000万円～1億2,000万円まで、必要に応じて保障設計が可能です。

〇医師の審査不要

ご加入時には、簡単な告知のみでお申込みいただけます。

〇団体保険ならではの割引

団体保険制度によりスケールメリットを活かした割引が適用されます。

〇１年更新だから、毎年見直せる

保険期間は1年。

毎年、ライフステージや家族構成に合わせて保障額の見直しが可能です。

※健康状態によっては、増額できない場合もあります。

〇剰余金があれば配当金も！

１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金が還元される仕組みがあります。

※将来のお支払いをお約束するものではありません。

医師協同組合のグループ保険の特長

「今は大丈夫」ではなく、“今だからこそ備える”という考えを！

高度障害により働けなくなった時、ご自身に万が一のことがあった時、経済的な安心は、大きな支えになります。

死亡保障だけでなく、「高度障害」への備えも、今一度見直してみませんか？

必要な時に、必要な保障を！今のご自身とご家族に合った備えを考えることが、未来の安心へと繋がります。

https://ishikawa-ikyo.jp/








44歳 女性

月々1,180円 月々1,570円

44歳 男性

保険金額 １０００万円
保険期間１年/月払/口座振替

死亡・高度障害保障︕
月払保険料は…

※新規加入は70歳まで、継続加入は80歳まで、詳しくはパンフレットをご請求ください！

石川県医師協同組合 TEL：076-239-3820/FAX：076-239-3821
金沢市鞍月東２丁目48番地

お問い
合せ先

プラスグループ生命共済制度（最高６０００万円まで保障）

ドクターグループ生命共済制度（最高６０００万円まで保障）

◆ 団 体 名：全国医師厚生会

◆ 補償金額：１,０００万円 ～ ６,０００万円

◆ 告知内容

①申込日現在、健康上の理由で就業制限を受けていますか。

②申込日現在から過去１年以内に、病気やケガで手術を受けたこと、または継続して２週間以上の入院をしたことがありますか。

③申込日から過去１年以内に、病気やケガで２週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがありますか。

◆ 団 体 名：日本医師休業共済会

◆ 補償金額：１,０００万円 ～ ６,０００万円

◆ 告知内容

①最近３か月以内に医師の治療（指示・指導を含む）・投薬を受けたことがありますか。

②過去１年以内に病気やけがで手術を受けたことがありますか。

③過去１年以内に病気やけがで継続して２週間以上の入院をしたことがありますか。

④過去１年以内に病気やけがで２週間以上にわたり医師の治療（指示・指導を含む）・投薬を受けたことがありますか。

⋱ 団体割引で安心 ⋰⋱ 告知のみで加入 ⋰⋱ 剰余金は配当に ⋰

忙しい毎日に、
確かな備えを。


